
調査の契機

解 説

① 有害物質使用特定施設を廃止し た場合（ 法第3 条）

左記書類には添付資料が必要です。

●土壌汚染状況調査報告書

所有者等

有害物質使用特定施設

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過した
場合

調
査
の
契
機

水質汚濁防止法に規定さ れた有害物質使用特定施設の

使用を廃止し た場合には、土地の土壌の特定有害物質によ

る汚染状況について、調査し 結果を北九州市長に報告する

必要があります。

所有者、管理者又は占有者

特定有害物質（ 裏表紙別表）

土壌汚染対策法施行令第1 条に定め

られた2 6 物質

水質汚濁防止法第2 条第2 項に規定する特定施設であって、特定有害物質を

その施設において製造、使用、処理するもの

○ 調査の実施主体は、土地の所有者等であって、当該有害物質

使用特定施設を設置し ていたも の又は北九州市長の通知を受

けたもの

○ 調査は、環境大臣又は都道府県知事が指定するも の（ 指定調査

機関）が、環境省令で定める方法に基づき実施

○ 有害物質使用特定施設を廃止し た日から 1 2 0 日以内に調査結

果を報告する。

○ 特別な事情がある場合には、申請により 報告期限が延長可能

必要書類： 法第3 条第1項： 様式第1
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� 調査の一時免除

� 一時免除を受けた土地の形質の変更

■ 確認の要件

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過し た
場合

調
査
の
契
機

市長への届出を受けた場合

北九州市長は調査命令を発出し

ます。

⇒指定調査機関に調査さ せ、結

果を北九州市長に報告し てく

ださ い。

左記書類には添付資料が必要です。

●当該工場の敷地の図面

●確認を受けよう と する

 土地の場所の図面

P11

自由に人が
立ち入り
できない

北九州市長の確認を受けた場合は土壌汚染状況調査が一時的に

免除さ れます。

当該土地について予定さ れている利用の方法から みて、土壌

の特定有害物質による汚染により 人の健康に係る被害が生ず

るおそれなし

その土地が次のいずれかに該当すること

①引き続き工場等の敷地とし て利用

②小規模工場等で、代表者が現在住居とし て利用し 、今後

も 引き続き住居とし て利用

③鉱山保安法に規定する鉱山、附属施設または鉱山であっ

た土地

必要書類： 法第3 条第1項ただし 書の確認申請： 様式第3

■ 届出不要の場合（ 下記のいずれかに該当）

左記書類には添付資料が必要です。

●土地の形質を変更し よう と

  する場所の

  平面図、立面図、断面図

上記書類には添付資料が必要です。

●土壌汚染状況調査報告書

P12

確認を受けた土地の形質を変更する場合はあらかじ め北九州市

長への届出が必要になります。

○ 届出者は、確認を受けた土地の所有者等

●9 0 0㎡未満の面積の土地を形質変更する場合　

●9 0 0㎡以上の場合については

・ 土地を区域外へ搬出し ない

・ 土壌の飛散・ 流出を伴わない

・ 形質変更の深さ が5 0 ㎝未満

 の全ての要件を満たすこと

●鉱山関係の土地

必要書類： 法第3 条第7項： 様式第6

必要書類：

法第3 条第8 項： 様式第7
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② 一定規模以上の土地の形質の変更を行う 場合（ 法第4 条）

3 ,0 0 0 ㎡以上の面積（ 実際に土地の掘削・ 盛土を行う 面積）

の土地の形質を変更する場合は、土地の形質の変更着手3 0

日前までに北九州市長へ届出を行う 必要があります。

環境省令

● 次のいずれにも該当しない場合

①土地の区域外への土壌搬出

②飛散・ 流出を伴う 形質変更

③深さ が5 0 ㎝以上

● 農業を営むための行為・ 林業の用に

供する作業路網の整備

● 鉱山関係の土地・ 北九州市長が調

査し た結果、全てに基準適合とし て

指定した土地

北九州市長が届出を受けた結果

汚染のおそれありと 認めた場合は調査命令を発出し ます。

左記書類には添付資料が必要です。

P12

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過した
場合

調
査
の
契
機

○ 届出者は、土地の形質の変更をし よう と するも の（ 工事の発注者

等）

○ 届出者は、あらかじ め調査を行い、法第4 条第1 項の届出資料と

し て添付

必要書類： 法第4 条第1項： 様式第6

●  土地の周辺図

●  土地の形質を 変更

 し よう と する場所の

 平面図、立面図、断面図

●土地の所有者を 示す資料

登記事項証明書、公図の写し

（ いずれも 原本）

●同意書

■ 次の場合は形質変更の面積要件が9 00㎡以上で届出

●現在、有害物質使用特定施設を設置

● 有害物質使用特定施設を廃止し 、かつ土壌汚染状況調査が

未報告

● 有害物質使用特定施設を廃止し 、かつ法第3 条第1 項ただし

書きの確認手続きが未了

■ 届出不要の場合（ 下記のいずれかに該当）

●ただし 書きの確認に係る土地の形質変更　

　 ⇒ 法第3 条第7 項で届出を行う ため不要

●軽易な行為、その他の行為であって環境省令で定めるもの

●非常災害のために必要な応急措置として行う 行為

汚染のおそれありとして環境省令で定める基準

① 土壌溶出量基準または土壌含有量基準に不適合な土地

② 特定有害物質またはそれを含む固体、液体が飛散・ 流出・ 地下浸透した土地

③ 特定有害物質を製造・ 使用・ 処理する施設があるもしく はあった土地

④ 特定有害物質またはそれを含む固体、液体を貯蔵・ 保管する施設があるもしく

はあった土地

⑤ ②～④と 同程度に汚染のおそれがある土地

※届出者と 土地の所有者が異なる場合

平面図

変更部分

立面図・ 断面図

掘削部分
0 m

建屋

基礎
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該当例

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過し た
場合

調
査
の
契
機

■ 届出対象となる「 土地の形質の変更」

●掘削及び盛土（ 一時仮置きを含む）工事

●杭・ 矢板等の打設及び引き抜き

●地盤改良工事

●舗装工事（ 原地盤に触れる場合）

●砂利の採取及び盛る行為

ただし 、全てが盛土の工事の場合は届出対象外

土地の掘削行為だけではなく 盛土行為も 対象

（ 面積は掘削盛土の全てを合算）

工事内容とし ては、土地の造成、建物の建築・ 基礎撤去工事、

開墾工事等があげられ、土壌を外部に搬出し ない場合も 該当

該当例

■「 同一の手続きにおいて届出さ れるべき土地の形質の変更」

計画上の工事の総面積が3 , 0 0 0 ㎡以上ある が、各工区は

3 ,0 0 0㎡未満

工事区域が分断（ 飛び地または別行政区等）さ れている場合

　 ⇒ 同一の事業計画であれば届出該当

複数工事を同一工事と 見なす場合

（ 面積は全ての工事の総面積）

　 同一の事業計画や目的などで行われるものか

　 工事の時間的近接性があるか

　 工事の主体者が同一か

※北九州市と 近隣市町村にまたがる工事は北九州市と 福岡県へ届出が必要

第2 期

2 ,0 0 0 ㎡

総合計画 5 ,0 0 0 ㎡

こ れらを
基に総合的に
判断

第1期

5 0 0 ㎡

※各工事が3 ,0 0 0 ㎡以下でも 届出が必要

第3 期

2 ,5 0 0 ㎡

※杭の打設工事
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左記書類には添付資料が必要です。

●土壌汚染状況調査報告書

左記書類には添付資料が必要です。

●自主調査報告書

北九州市長は、土壌汚染により 人の健康に被害が生ずるお

それがあると 認める場合には、土地の所有者等に土壌の汚

染状況を調査・ 報告を求めます。

土壌汚染状況調査

法第3 条第1 項及び第8 項、法第4 条

第2 項及び第3 項本文、法第5 条に規

定さ れた調査

なお、調査の対象となる項目は北九州市長から 指定さ れます。
① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過した
場合

調
査
の
契
機

④ 区域の指定の申請を行う 場合（ 法第1 4 条）

土地の所有者等は、土壌の特定有害物質による汚染状況に

ついて調査（ 自主調査）し た結果、基準に適合し ないと 判明

し た場合には、北九州市長に区域の指定を申請すること が

できます。

P14必要書類： 法第14 条第1項： 様式第2 0

○ここでの「 自主調査」と は、「 土壌汚染状況調査」ではありませ

んが、区域指定の要件とし て「 土壌汚染状況調査」を必要とし て

いるため、区域指定をする場合には法に基づいた方法による

「 自主調査」を「 土壌汚染状況調査」と みなし ています。

区域指定を行う メ リ ット

土地の形質変更のスケジュールや施工方法の方針が立てやすいこと 、また、工事

着工までの期間の短縮が可能となることがあげられます。また、法に基づいて適切

に処理さ れていることが、履歴として残り 、信頼性を確保することができます。

必要書類： 法第5 条第1項： 様式第8

③ 北九州市長が特定有害物質により 健康被害の

 生じるおそれがあると 認める場合（ 法第5 条）
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土壌汚染状況調査

調査の手順

土壌汚染状況調査は、法施行規則第3 条から第1 5 条までに定める方法で行います。

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過し た
場合

調
査
の
契
機

地歴調査

土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するための調査

 土壌汚染状況調査の対象地及び周辺地について

 ● 土地の利用状況（ 登記簿謄本、空中写真、住宅地図、施設配置図、社史等）

 ● 特定有害物質の製造等の状況（ 取扱物質リスト 、貯蔵物質リスト 等）

 ●土壌又は地下水の汚染の概況（ 事故記録、被災記録、地質等調査記録等）

等の情報を収集

地

歴

調

査

調査の手順

土壌汚染の
おそれが

比較的多い

情 報 の 入 手・ 把 握

調査を省略した場合の指定項目

全ての調査手順を省略

おそれの
把握

試料採取等対象物質の種類の特定

試 料 採 取・ 分 析

結 果 の 報 告

土壌汚染のおそれの区分の分類

1
土壌汚染の
おそれが
少ない

2
土壌汚染の
おそれが

ない

法第3 条：  全26 物質

法第4 条・ 5 条：  調査命令書に

 記載さ れた物質

全てについて、調査対象地全域が

第二溶出量及び含有量基準超過

と 判断さ れます。

こ の調査手順を省略

試料採取等対象物質について

全域が第二溶出量及び

含有量基準超過と 判断さ れます。

こ の調査手順を省略

試料採取等対象物質について

「 土壌汚染のおそれがない区画」

を除く 区画が第二溶出量及び

含有量基準超過と 判断さ れます。

3

❶を含む区画
（ 10 m 格子）

試料採取等を行う 区画の選定（ 単位区画10 m 格子）

❷を含む区画
（ 3 0 m 格子）

全域❸の区画
（ 調査不要）

※土壌汚染状況調査は「 環境大臣又は都道府県知事が指定する者（ 指定調査機関）」に調査を依頼してく ださ い。
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土壌汚染状況調査の結果、土壌中に汚染状態に関する基準を超過する特定有害物質が検出

さ れた場合には、北九州市長は当該区域を指定します。

土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合

区域の指定

汚染土壌の搬出（ 要措置区域・ 形質変更時要届出区域）

汚染土壌を指定区域外へ搬出する際は届出が必要

■ 要措置区域に指定さ れた場合

●汚染の除去等の措置が必要（ 法第7 条）

●土地の形質の変更の禁止（ 法第9 条）

① 法第3 条

② 法第4 条

③ 法第5 条

④ 法第14 条

土壌汚染

状況調査

土壌の汚染
状態が

指定基準を

超過した
場合

調
査
の
契
機

Ⓐ 要措置区域（ 法第6 条）

P13

特定有害物質の種類

※土壌溶出量基準超過の場合は、この範囲内に

　 調査範囲を選定

　（ 複数の特定有害物質の種類がある場合は

　  最長距離を使用）

※参考

　 地下水汚染が到着し 得る距離の一般値

第一種特定有害物質

六価ク ロム

砒素、ふっ 素、ほう 素

シアン 、カド ミ ウム、鉛、

水銀、セレン、

第三種特定有害物質

1,0 0 0 m

5 0 0 m

2 5 0 m

8 0 m

一般値

必要書類： 法第12 条第1項様式第15

必要書類： 法第16 条第1項様式第26

Ⓑ 形質変更時要届出区域（ 法第1 1 条）

■ 健康被害の生じるおそれがある場合 ⇒ 摂取経路あり

● 土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質による汚染状態

あり

（ 環境省令で定める基準に不適合）

●人の健康に係る被害が生じ 、又は生ずるおそれあり

（ 政令で定める基準に該当）

⇒ 汚染の除去や拡散防止等の措置が必要

■ 健康被害の生じるおそれがない場合 ⇒ 摂取経路なし

●形質変更時要届出区域に指定さ れた場合

（ 土地の形質の変更時に届出が必要）

⇒ 変更着手の1 4日前

⇒ 汚染土壌搬出着手の1 4 日前

以下に該当する場合は是正命令を発出

● 法第1 7 条の運搬の基準に違反　 ※法施行規則第6 5 条に規定

● 処理先が「 汚染土壌処理業者」でない　 ※法第2 2 条に規定

環境省令で定める基準
（ 裏表紙別表）

土壌溶出量基準、土壌含有量基準

届出

施行方法が法施行規則第5 3 条で定

める基準に適合しない場合には「 計画

変更命令」を発出

政令で定める基準
● 土壌溶出量基準超過

 ⇒周辺地下水が飲用に利用

  （ 飲用井戸の有無）

● 土壌含有量基準超過　

 ⇒ 関係者以外の一般人の立入が可能

  （ 立入禁止措置の有無）

● 汚染の除去等の措置が未了

 ⇒既に措置が講じられている場合

  は要措置区域指定の対象外
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